
 大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第１項の規定による変更の届出があったので、同条

第３項において準用する同法第５条第３項の規定により次のとおり公告する。この届出書類は、この公告の

日から４月間静岡県経済産業部商工業局地域産業課において縦覧に供する。 

 また、大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定に基づき、意見を有する者はこの公告の日から４月以内

に静岡県経済産業部商工業局地域産業課に意見書を提出することができる。 

 なお、提出された意見書はその概要を公告するとともに縦覧に供する。 

  令和４年７月26日 

                              静 岡 県 知 事  川 勝 平 太   

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

  イオンタウン稲取  賀茂郡東伊豆町稲取字上百尻1569－５ほか 

２ 届出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 

  東海自動車株式会社  伊東市渚町２－28  代表取締役 金野祥治 

３ 変更した事項 

 (1)  大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 

  小売業者の代表者の氏名 

氏名又は名称 変更前 変更後 変更年月日 

マックスバリュ東海株式

会社 

代表取締役 神尾啓治 代表取締役 作道政昭 令和４年５月 24日 

４ 変更年月日 

  上記のとおり 

５ 届出年月日 

  令和４年７月15日 

 

   ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝    

 

 大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第１項の規定による変更の届出があったので、同条

第３項において準用する同法第５条第３項の規定により次のとおり公告する。この届出書類は、この公告の

日から４月間静岡県経済産業部商工業局地域産業課において縦覧に供する。 

 また、大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定に基づき、意見を有する者はこの公告の日から４月以内

に静岡県経済産業部商工業局地域産業課に意見書を提出することができる。 

 なお、提出された意見書はその概要を公告するとともに縦覧に供する。 

  令和４年７月26日 

                              静 岡 県 知 事  川 勝 平 太   

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

  イオンタウン磐田  磐田市西貝塚安久路3626－３ほか 

２ 届出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 



  スズキ株式会社  浜松市南区高塚町300  代表取締役 鈴木俊宏 

３ 変更した事項 

 (1) 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 

  小売業者の代表者の氏名 

氏名又は名称 変更前 変更後 変更年月日 

マックスバリュ東海株式

会社 

代表取締役 神尾啓治 代表取締役 作道政昭 令和４年５月 24日 

４ 変更年月日 

  上記のとおり 

５ 届出年月日 

  令和４年７月15日 

 

   ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝    

 

 大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第１項の規定による変更の届出があったので、同条

第３項において準用する同法第５条第３項の規定により次のとおり公告する。この届出書類は、この公告の

日から４月間静岡県経済産業部商工業局地域産業課において縦覧に供する。 

 また、大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定に基づき、意見を有する者はこの公告の日から４月以内

に静岡県経済産業部商工業局地域産業課に意見書を提出することができる。 

 なお、提出された意見書はその概要を公告するとともに縦覧に供する。 

  令和４年７月26日 

                              静 岡 県 知 事  川 勝 平 太   

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

  イオンタウン浜岡  御前崎市池新田5832－１ 

２ 届出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 

  イオンタウン株式会社  千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目５－１  代表取締役 加藤久誠 

３ 変更した事項 

 (1) 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 

  小売業者の代表者の氏名 

氏名又は名称 変更前 変更後 変更年月日 

マックスバリュ東海株式

会社 

代表取締役 神尾啓治 代表取締役 作道政昭 令和４年５月 24日 

４ 変更年月日 

  上記のとおり 

５ 届出年月日 

  令和４年７月15日 



 

   ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝    

 

 大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第１項の規定による変更の届出があったので、同条

第３項において準用する同法第５条第３項の規定により次のとおり公告する。この届出書類は、この公告の

日から４月間静岡県経済産業部商工業局地域産業課において縦覧に供する。 

 また、大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定に基づき、意見を有する者はこの公告の日から４月以内

に静岡県経済産業部商工業局地域産業課に意見書を提出することができる。 

 なお、提出された意見書はその概要を公告するとともに縦覧に供する。 

  令和４年７月26日 

                              静 岡 県 知 事  川 勝 平 太   

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

  イオンタウン富士南  富士市鮫島字木ノ内118－10 ほか 

２ 届出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 

  イオンタウン株式会社  千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目５－１  代表取締役 加藤久誠 

３ 変更した事項 

 (1) 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 

  小売業者の代表者の氏名 

氏名又は名称 変更前 変更後 変更年月日 

マックスバリュ東海株式

会社 

代表取締役 神尾啓治 代表取締役 作道政昭 令和４年５月 24日 

４ 変更年月日 

  上記のとおり 

５ 届出年月日 

  令和４年７月15日 

 


